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普天間基地周辺の子どもたちを取り巻く空・水・土の 

保障を求める意見書について 

 

 

上記の意見書を、地方自治法第９９条及び木津川市議会会議規則第１４条

第１項の規定により、別紙のとおり提出します。 



普天間基地周辺の子どもたちを取り巻く空・水・土の 

保障を求める意見書（案） 

 

 

沖縄県において、米軍機による落下物事故および低空飛行・騒音の被害が生じてい

ることは周知の事実である。特に、市の真ん中に普天間飛行場を抱える宜野湾市にお

いては、その影響が大きい。そこでは市民の生命や安全が脅かされ、学童・園児の学

びに影響が生じているという現実がある。 

日本国憲法前文では、「わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府

の行為によって再び戦争の災禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに

主権が国民に存することを宣言」している。 

しかし、ここ宜野湾市においては、２００４年８月の沖縄国際大学構内への米軍ヘ

リ墜落事故。２０１７年１２月の緑ヶ丘保育園に米軍機のものと見られる部品落下事

故、普天間第二小校庭への米軍機窓枠落下事故。２０２１年１１月には宜野湾市役所

北側の住宅の玄関先に米軍機からのステンレス製水筒落下事故などが相次ぎ、生命と

財産が常に脅かされてきた。 

また、宜野湾市の水道水や湧き水から有機フッ素化合物ＰＦＡＳが検出され、２０

２２年８月には普天間第二小の土壌からも米国基準値２９倍のＰＦＡＳが検出され

た。このことは、より守られるべき子どもたちの安全と生命が危険にさらされている

ということである。 

これらのことは、日本国憲法が規定する民主主義、地方自治、基本的人権、法の下

の平等の各理念からして看過することのできない重大な問題である。 

よって、木津川市議会は下記のことを強く要請する。 

 

記 

 

１ 場周経路を遵守し、学校上空を飛行禁止にすること 

 

２ 日本政府、沖縄県、宜野湾市の責任において、普天間第二小学校内の土壌調査の

実施及びＰＦＡＳ汚染特定箇所の土壌の入れ替えを行うこと。 

 

３ 普天間の子どもたちを取り巻く空・土・水の安全を保障すること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

 令和５年  月  日 
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